
◎スマート農業に取り組む農業者を支援します  

 

【令和７年度】  

瑞穂町スマート農業・環境負荷軽減推進事業補助金のご案内  

（スマート農業推進事業）  

 

 

１  事業の内容

 瑞穂町における スマート農業の普及推進及び農業生産における省

力化、効率化を図るため、スマート農業に取り組む農業者に対して、

導入経費の一部を補助します。  

 

２  事業の対象地域  

 本補助事業の実施地域は瑞穂町全域とします。  

 

３  交付対象者  

 補助金の交付の対象となる方は、次の各号のいずれの要件も満たす

農業者とします。  

（１）町の区域内に住所を有する方（法人の場合は、町の区域内に本

社を有する法人）で、申請時点で１年以上継続して事業を営んで

いること。  

（２）直近の税申告をした方のうち、農産物販売金額が年間５０万円

以上であること。  

（３）町税に滞納がないこと。  

（４）補助金の交付後も営農を継続する意思があること。  

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくはその利益と

なる活動を行 う 団体又は同条 第 ６号に規定す る 暴力団員でない

こと。  

（６）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３

年法律第１２２号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業

又は金融・貸金業等、町が公的な補助対象として社会通念上適切

ではないと判断する業種を営む者でないこと。  

（７）国、東京都その他の公的な機関により補助金の交付の対象とな

る経費に対する補助等をこれまでに受けておらず、かつ、今後も

受けないこと。  

 



４  補助金の金額  

補助対象経費の２／３以内で、補助限度額は下記のとおりです。  

（千円未満の端数は切り捨てます）  

〇認定農業者及び認定新規就農者  上限額５０万円  

〇農産物販売金額年間５０万円以上の販売農家  上限額１５万円  

 

５  補助金対象事業  

 本補助事業において、補助対象とする事業内容、補助対象経費は以

下のとおりとする。  

（１）補助対象とする事業内容  

  農業分野におけるロボット技術やＩＣＴなどの先端技術の導 入

を促進し、農業生産における省力化・効率化、生産性向上及び技

術承継を図るために導入するもの。  

 【補助対象の例】  

  環境制御システム、ロボット草刈機、ロボット運搬機、アシスト

スーツなど  

 

補助対象となる機器等の具体例として、農林水産省の「スマート農

業技術カタログ」も参考としてください。原則として、カタログに掲

載している機器またはカタログ掲載品と同等の機能を有し、農業生産

の効率化に資すると認められるもの は補助対象機器に該当すると 判

断します。  

 

（２）補助対象経費  

  補助対象となる経費は、補助対象となる機器本体の購入費及び送

料、購入した機器等の設置に係る付帯工事費とし、次の 各号のい

ずれの要件も満たすものとする。  

 ①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費  

 ②交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払いが完了した経費  

 ③証拠資料等によって支払金額が確認できる経費  

 

６  補助金対象外経費  

「５  補助対象事業」の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに

該当するものは補助対象外とする。  

（１）消費税及び地方消費税  

（２）リース料、通信料、講習費（スマート機器の操作に必要な資格   

等の取得費用を含む）、メンテナンス費、保険料等  

（３）中古品の購入費用（リース品の買取りを含む）  



（４）補助対象事業として内容及び費用等を明確に特定することが困

難な経費（補助事業のみに用途を特定できない機器の購入費等） 

（５）購入に係る帳簿類（見積書、発注書または契約書、納品書、請

求書、領収書、振込控等）や、購入した機器等の実物を確認でき

ない経費  

（６）事業期間内（交付決定通知を受領した日から令和７年３月１４

日）に発注から支払までの手続きが完了しない経費  

（７）補助事業と同一の事業において他の助成制度による財政的支援

を受ける見込みのある事業に係る経費  

（８）その他、社会通念上、補助金の対象とするには不適切と判断さ

れる経費  

 

７  申請手続  

瑞穂町スマート農業・環境負荷軽減推進事業補助金交付申請書（様

式第 1 号）、実施計画書（別記様式）を作成し、下記の書類を添付し

提出してください。  

 

 〇申請に必要な書類  

 ・瑞穂町スマート農業・環境負荷軽減推進事業補助金交付申請書  

 ・実施計画書  

 ・誓約書（様式第２号）  

 ・購入を予定している機器等の見積書、カタログ  

 ・直近の税申告に係る書類  

  （直近の確定申告書（第一表または別表一）の写し（農業所得用

の「青色申告決算書」、「収支内訳書」または「決算報告書」の

写しなど）  

 

受付期間：令和７年７月１日（火）から７月３１日（木）まで  

提  出  先：瑞穂町協働推進部産業経済課農政係  

      瑞穂町大字箱根ケ崎２３３５番地  

      電話：０４２－５５７－７６３０（直通）  

 

８  交付決定の審査  

交付決定の採否は有識者及び専門家による書類審査（瑞穂町スマー

ト農業専門家会議）を経て決定します。審査結果によって、補助金が

交付されない場合、交付金額が減額される場合、追加の交付条件が付

される場合がありますので、ご了承ください。  

 



 

９  補助事業者の責務  

本補助事業の採択となった補助事業者は、瑞穂町スマート農業・環

境負荷軽減推進事業補助金交付決定通知書 に記載している補助条 件

及び補助事業完了後の義務を遵守してください。  

 

１０  注意事項・その他  

（１）瑞穂町補助金交付規則及び瑞穂町スマート農業・環境負荷軽減

推進事業補助金交付要綱を遵守してください。  

（２）補助金の交付決定を受けても、定められた期日までに申請事業

を完了し、事業実績報告書の提出ができない場合は補助金の交付

ができません。検査により、適正に補助事業が行われたことを確

認できた場合のみ、補助金を交付します。  

（３）事業終了後、補助事業に関するアンケート調査にご協力をお願

いいたします。  

 

１１  問い合わせ先  

瑞穂町協働推進部産業経済課農政係  

所在地：瑞穂町大字箱根ケ崎２３３５番地（瑞穂町役場２階 ）  

連絡先：０４２－５５７－７６３０（直通 ）  


